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議会運営委員会記録 

 

１．期日   令和 2 年 9 月 14 日(月)                        開会 15 時 07 分 

                             閉会 15 時 20 分 

２. 場所   議事堂（議場） 

 

３. 議題 

      ①町長提出議案の追加について 

             

４. 出席者 根岸委員長、杉崎副委員長、松﨑委員、二宮委員、坂本委員、露木委員 

渡辺委員、一石委員 

事務局   二見事務局長、和田庶務課長、古尾谷主事 

      執行者側  ①政策総務部長、総務課長、庶務人事班長 

      傍聴議員  5 名 

      一般傍聴者 0 名 

５．経過 

議長あいさつ 

                                        

① 町長提出議案の追加について 

 

委員長         これより議題に入る。8 月 24 日の議会全員協議会において

議題となったラディアン周辺用地の取得に伴う令和 2 年度一

般会計補正予算第 6 号の取り扱いと合わせて、条例の一部改正

2 件、インフルエンザ予防接種の無償化に伴う令和 2 年度二宮

町一般会計補正予算第 7 号の取り扱いについて協議願う。執行

者より説明する。 

 

総務課長        令和 2年第 3回二宮町議会定例会の追加上程議案の説明資料

に基づく説明。4 について、県の補正予算の成立が 9 月 24 日

を予定しており、4 のみ 25 日の議案発送となった。 

 

渡辺          補正予算を 2 本に分けている。普通だと補正は 1 本でやれる 

と思うが、その背景だけ教えていただきたい。 

 

総務課長        議案の発送日が先ほど申し上げた通り、4 番の第 7 号につい 

て 25日になってしまうということで第 6号補正を 25日の議案 

発送というわけにもいかないので、今回は分けさせていただき、 

6 号、7 号ということで同日の補正予算の審議となる。 

 

委員長         第 6 号は早めに出していただくということである。 

 

坂本          会場使用料の減免を条例改正すると思うが、使用料は、この 

2 つだけか。ラディアンのホールとかミーティングルームが入 

らない理由は何か。 
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総務課長         今回新型コロナウイルス対策に関連して、使用料の減免で、 

条例改正が必要なのは、この 2 本ということで、後は規則等の 

改正で使用料の減免はできるということで確認している。今回 

は、この条例改正 2 本ということでお願いしたい。 

 

委員長         他に質問が無いようなら、これでいきたいと思う。次に議事

及び会期日程（案）について局長から説明願う。 

 

局長          9 月 29 日の 26 日目、議案第 65 号から 68 号として上程され

る内容である。追加議案 4 件の上程だが、29 日の最終日の本

会議で即決にてお願いしたい。 

 

委員長         番号 26 のところが増えている。これについて質疑のある方

挙手願う。 

 

渡辺          今回、上程された議案も論議のある部分もあるし、陳情、決

算審査特別委員会の報告とかも一定の討論とかもあると考え

ると午後 1 時からで大丈夫なのか。 

 

局長          9 月 29 日 13 時から当初の予定としては SCN のテレビ放映が

予定されている。これから確認を取らなければいけない部分が

あり、予定としては午後の 1 時からということで審議いただけ

たらと思う。 

 

渡辺          もしテレビ放映が、ずらせるのであれば、どうなるのか。 

 

庶務課長        長くなったらということだが、原則 1 時のままでおさめてい

ただきたいというのは、いったん確定してテレビ会社に伝えて

いる他、町内の掲示板にポスターを貼り出したこともあり、1

時開会で周知してしまっている。ホームページはすぐに切り替

えられるが、その直しとなると、そこそこ時間がかかるという

こともあり、SCN に問い合わせしてもよいが、できるかどうか

は分からない。 

 

議長          今の件については、来年の日程の中でも配慮をいただきなが

ら時間決定をしていただきたいと思う。その他 2 点であるが、

追加議案の第 65 号、66 号については提案理由が同じであるの

で一括審議ができないものかということと、議案第 68 号、補

正第 7 号であるが県議会において否決された場合の扱いはど

のようにされるのかを伺う。 

 

委員長         議案第 65 号、66 号を一括審議することについて他に意見あ

るか。あるいは、それでよろしいか。それでは 65 号、66 号を

一括審議し、本会議で即決とさせていただく。議長よろしく願
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う。68 号の扱いについて執行者側より答弁願う。 

 

政策総務部長      歳入の予防接種の補助金は県からいただく補助金で、想定と

して県議会で万が一、否決されたらということになると歳入部

分に不足を生じる。その場合は、歳出の事業、インフルエンザ

予防接種委託の方は実施する方針を固めているので財源の調

整をしたうえで、場合によっては議案の差し替え等お願いする

ようなことになるかと考えている。 

 

委員長         上程されるので審議願う。他にあるか。無いようなので議事

及び会期日程（案）について、この通りとしたいと思うが、ご

異議ないか。ご異議がないので、これをもって議会運営委員会

を閉会する。 

 

 

終了 15 時 20 分 


